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重点医師偏在対策支援区域の設定について（補正予算関係） 

 

 

１　要旨 

　　令和６年 12 月に国の補正予算により措置された「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承

継・開業支援事業」に係る重点医師偏在対策支援区域の設定について協議する。 

 

２　重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業について（別紙参照） 

（１）　概要 

令和６年 12 月に厚生労働省が策定した「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」

に掲げる取組のうち、緊急的に先行して実施する必要がある（※１）ものとして、令和６年度国

補正予算において措置されたものである。（国補正予算額：101.6 億円） 

（２）　事業目的 

今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機

関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域と設定した上で、支援区域

において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、①施設整備、②設備整備、③

一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とす

る。 

 

※１　国の検討会等における議論の過程で、地方の診療所医師の高齢化が進んでおり、診療所を閉

じざるを得ない状況があるという指摘があり、緊急的に、診療所が閉じることへの一定の歯止

めが必要であるため先行して実施する。 

※２　国補正予算を受け、広島県関係予算について、令和７年２月定例県議会に補正予算を上程（県補

正予算額：129,984 千円）。 

 

 

資料７



2 

「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」 

に係る重点医師偏在対策支援区域の設定について（案） 

 

 

１　設定区域名（二次保健医療圏） 

　○　尾三圏域 

 

２　設定理由 

厚生労働省が候補区域として提示する「県内で医師偏在指標が最も低い二次保健医療圏」に該当

するため。 

　○　厚生労働省が示す医師偏在指標（令和２年）は下表のとおりであり、尾三圏域が最も医師偏在指

標が低くなっている。 

　○　第８次広島県保健医療計画（令和６年３月策定）では、医師偏在指標が全国平均を下回っている

５圏域について「全国平均に達する水準まで医師偏在指標を引き上げる（改善する）」ことを目標に

掲げ取り組むこととしている。 

　○　このため、まずは、最も医師偏在指標が低い尾三圏域を重点医師偏在対策支援区域として設定し、

診療所の承継・開業支援を行うことにより、医師偏在の是正に向けた取組の推進を図る。 

 

 

３　その他 

　　「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」で示されている、その他の取組について

は、令和７年度に、厚生労働省においてガイドラインが検討・策定され、令和８年度に各都道府県

において、具体的な取組等を医師偏在是正プランとして取りまとめた上で、令和９年度から開始す

る予定となっている。 

　　今回、協議する重点医師偏在対策支援区域の設定は、令和７年度から実施する「診療所の承継・

開業支援事業」に限るものであり、取組全体に係る重点医師偏在対策支援区域の設定については、

今後、改めて協議する。 

 

 

 

 

区分 地域
医師偏在指標
（全国順位）

全国状況

三次保健医療圏 広島県 254.2（22位）
広島 298.9（41位）
広島西 239.1（82位）
呉 266.7（60位）
広島中央 200.4（159位）
尾三 198.2（169位）
福山・府中 201.3（154位）
備北 219.8（107位）

全国平均値：255.6
二次保健医療圏



重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業

【事業概要】
①施設整備事業【36.2億円】

診療所の運営に必要な診療部門（診察室、処置室
等）等の整備に対する補助を行う。

②設備整備事業【20.4億円】
診療所の運営に必要な医療機器の整備に対する補助
を行う。

③地域への定着支援事業【45.1億円】
診療所を承継又は開業する場合に、一定期間の地域
への定着支援を行う。

【実施主体】
・ 支援区域内で承継又は開業する診療所であって、都
道府県の地域医療対策協議会及び保険者協議会で支
援対象として合意を得た診療所

※都道府県において、先行的な医師偏在是正プランを策定（承継・開業支
援に係る支援区域、支援対象医療機関等）

２  事業の概要 ３ 補助基準額等

①施設整備事業

②設備整備事業

基準面積 診療部門
・無床の場合       160㎡
・有床の場合（５床以下）   240㎡
・有床の場合（６床以上）   760㎡

診療部門と一体となった医師・看護師住宅 80㎡

補助率 国1/3 都道府県1/6 事業者1/2

基準額
（１か所当たり）

診療所として必要な医療機器購入費 16,500千円

補助率 国1/3 都道府県1/6 事業者1/2

③地域への定着支援事業

基準額 診療日数（129日以下）
6,200千円＋（71千円×実診療日数）等

補助率 国4/9 都道府県2/9 事業者1/3

今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの
方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、
当該診療所に対して、①施設整備、②設備整備、③一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体
制を確保することを目的とする。

１  事業の目的
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【参考】重点医師偏在対策支援区域の候補区域（109区域）

都道府県 二次医療圏 都道府県 二次医療圏 都道府県 二次医療圏 都道府県 二次医療圏 都道府県 二次医療圏

北海道 南檜山 宮城県 仙南 群馬県 桐生 長野県 飯伊 山口県 柳井

北海道 北渡島檜山 宮城県 大崎・栗原 群馬県 太田・館林 長野県 木曽 山口県 長門

北海道 南空知 宮城県 石巻・登米・気仙沼 埼玉県 利根 岐阜県 西濃 徳島県 西部

北海道 北空知 秋田県 県北 埼玉県 北部 岐阜県 飛騨 香川県 小豆

北海道 日高 秋田県 県南 埼玉県 秩父 静岡県 賀茂 愛媛県 八幡浜・大洲

北海道 富良野 山形県 最上 千葉県 山武長生夷隅 静岡県 富士 高知県 幡多

北海道 宗谷 山形県 庄内 千葉県 君津 静岡県 中東遠 福岡県 京築

北海道 北網 福島県 県南 東京都 島しょ 愛知県 西三河北部 佐賀県 西部

北海道 遠紋 福島県 相双 神奈川県 県西 愛知県 東三河北部 長崎県 県南

北海道 釧路 福島県 いわき 新潟県 下越 三重県 東紀州 熊本県 宇城

北海道 根室 福島県 会津・南会津 新潟県 県央 滋賀県 甲賀 大分県 西部

青森県 八戸地域 茨城県 日立 新潟県 中越 京都府 丹後 宮崎県 都城北諸県

青森県 西北五地域 茨城県 常陸太田・ひたちなか 新潟県 魚沼 大阪府 中河内 宮崎県 延岡西臼杵

青森県 上十三地域 茨城県 鹿行 新潟県 上越 兵庫県 丹波 宮崎県 西諸

青森県 下北地域 茨城県 取手・竜ヶ崎 新潟県 佐渡 奈良県 西和 宮崎県 西都児湯

岩手県 岩手中部 茨城県 筑西・下妻 富山県 砺波 和歌山県 新宮 宮崎県 日向入郷

岩手県 胆江 茨城県 古河・坂東 石川県 能登北部 鳥取県 中部 鹿児島県 出水

岩手県 両磐 栃木県 県北 福井県 奥越 島根県 雲南 鹿児島県 曽於

岩手県 気仙 栃木県 県西 福井県 丹南 島根県 大田 鹿児島県 熊毛

岩手県 釜石 群馬県 渋川 山梨県 峡東 岡山県 高梁・新見 鹿児島県 奄美

岩手県 宮古 群馬県 伊勢崎 長野県 上小 岡山県 真庭 沖縄県 宮古

岩手県 久慈 群馬県 吾妻 長野県 上伊那 広島県 尾三
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＜医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等＞
・対象医療機関に公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康安全機構の病院を追加
・勤務経験期間を６か月以上から１年以上に延長。施行に当たって柔軟な対応を実施
＜外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等＞
・都道府県から外来医師過多区域の新規開業希望者に対し、開業６か月前に提供予定の医療機能等の届出を求め、協議の場への参

加、地域で不足する医療や医師不足地域での医療の提供の要請を可能とする
・要請に従わない医療機関への医療審議会での理由等の説明の求めや勧告･公表、保険医療機関の指定期間の6年から3年等への短縮
＜保険医療機関の管理者要件＞
・保険医療機関に管理者を設け、２年の臨床研修及び保険医療機関(病院に限る)において３年等保険診療に従事したことを要件とし、
責務を課す

地域の医療機関の支え合いの仕組み

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）

【基本的な考え方】
現状
課題

基本的な
考え方

医師偏在は一つの取組で是正が
図られるものではない

若手医師を対象とした医師養成
過程中心の対策

へき地保健医療対策を超えた取組
が必要

「保険あってサービスなし」という地域が生じることなく、将来にわたって国民皆保険が維持されるよう、国、地方
自治体、医療関係者、保険者等の全ての関係者が協働して医師偏在対策に取り組む

経済的インセンティブ、地域の医
療機関の支え合いの仕組み、医師
養成過程の取組等の総合的な対策

医師の柔軟な働き方等に配慮し
た中堅・シニア世代を含む全て
の世代の医師へのアプローチ

地域の実情を踏まえ、支援が必要
な地域を明確にした上で、従来の
へき地対策を超えた取組

【総合的な対策パッケージの具体的な取組】
若手 中堅・シニア世代

＜医学部定員・地域枠＞

・医学部臨時定員について、医師の偏在

対策に資するよう、都道府県等の意見

を十分に聞きながら、必要な対応を進

める

・医学部臨時定員の適正化を行う医師多

数県において、大学による恒久定員内

の地域枠設置等への支援を行う

・今後の医師の需給状況を踏まえつつ、

2027年度以降の医学部定員の適正化の

検討を速やかに行う

＜臨床研修＞

・広域連携型プログラム※の制度化に向

けて令和８年度から開始できるよう準備

※ 医師少数県等で24週以上の研修を実施

医師養成過程を通じた取組

＜重点医師偏在対策支援区域＞
・今後も定住人口が見込まれるが人口減少より医療機関の減少スピードが速い地域等

を｢重点医師偏在対策支援区域｣と設定し、優先的･重点的に対策を進める
・重点区域は、厚労省の示す候補区域を参考としつつ、都道府県が可住地面積あたり

医師数、アクセス、人口動態等を考慮し、地域医療対策協議会・保険者協議会で協
議の上で選定（市区町村単位・地区単位等を含む）

＜医師偏在是正プラン＞

・医師確保計画の中で｢医師偏在是正プラン｣を策定。地対協・保険者協議会で協議の

上、重点区域、支援対象医療機関、必要な医師数、取組等を定める
※ 医師偏在指標について、令和９年度からの次期医師確保計画に向けて必要な見直しを検討

医師確保計画の実効性の確保

＜経済的インセンティブ＞
・令和８年度予算編成過程で重点区域における以下のような支援について検討

‣ 診療所の承継･開業･地域定着支援（緊急的に先行して実施）

‣ 派遣医師・従事医師への手当増額（保険者から広く負担を求め、給付費の中で一体的に

捉える。保険者による効果等の確認）

‣ 医師の勤務・生活環境改善、派遣元医療機関へ支援
※ これらの支援については事業費総額等の範囲内で支援

・医師偏在への配慮を図る観点から、診療報酬の対応を検討

＜全国的なマッチング機能の支援、リカレント教育の支援＞
・医師の掘り起こし、マッチング等の全国的なマッチング支援、総合的な診療能力を学び直すためのリカレント教育を推進
＜都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定＞

・都道府県と大学病院等で医師派遣･配置、医学部地域枠、寄附講座等に関する連携パートナーシップ協定の締結を推進

地域偏在対策における経済的インセンティブ等

・必要とされる分野が若手医師から選ばれるための環境づくり等、処遇改善に向けた必要な支援を実施
・外科医師が比較的長時間の労働に従事している等の業務負担への配慮･支援等の観点での手厚い評価について必要な議論を行う

診療科偏在の是正に向けた取組

○ 地域ごとに人口構造が急激に変化する中で、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保し、適切な医療
サービスを提供するため、以下の基本的な考え方に基づき、制度改正を含め必要な対応に取り組み、実効性のあ
る総合的な医師偏在対策を推進する。

○ 総合的な医師偏在対策について、医療法に基づく医療提供体制確保の基本方針に位置付ける。

※医師偏在対策は、新たな地域医療構想、働き方改革、美容医療への対応、オンライン診療の推進等と一体的に取り組む。

・ 医師偏在対策の効果を施行後５年目途に検証し、十分な効果が生じていない場合には、更なる医師偏在対策を検討
・ 医師確保計画により３年間のＰＤＣＡサイクルに沿った取組を推進
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